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議 長 副議長 局 長 次 長 係 長 主 査 担 当 文書取扱主任

開催年月日 令和元年11月22日（金曜日） 開会 ９時55分 閉会 10時50分

開 催 場 所 第一委員会室

出 席 委 員
荒木、山本、三上、木下、渡邊、寄谷、本間、田村、 事

務

局

竹谷事務局長

柴田、水口、議長 菊田次長

欠 席 委 員 なし 寿永主査

説 明 員 別紙のとおり 議 件 別紙のとおり

議

事

の

概

要

１ 所管からの報告事項について

次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い全て報告済みとした。

（１）建設部工事発注状況について

（２）緑の基本計画（都市公園の配置及び機能の再編）について

（３）令和元年度滝川市土地区画整理事業特別会計補正予算について

（４）令和元年度滝川市下水道事業会計補正予算について

（５）成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について

（６）マンホールカードの発行について

（７）令和元年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算について

（８）公の施設の指定管理者の指定について

（９）滝川市手数料条例の一部を改正する条例について

（10）令和元年度滝川市一般会計補正予算について

・西町学生会館給水ポンプ取替工事

（11）滝川市商工業振興条例の一部を改正する条例について

（12）滝川市都市公園条例の一部を改正する条例について

（13）公の施設の指定管理者の指定について（総合交流ターミナルたきかわ）

（14）令和元年度 麦・米の出荷状況について

（15）「たきかわ観光国際スクエア」への観光国際課執務室の移転について

２ 第４回定例会以降の調査事項について

別紙調査項目のとおりとすることに決定した。



議

事

の

概

要

３ その他について

なし

４ 次回委員会の日程について

正副委員長に一任することに決定した。

上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 経済建設常任委員長 荒 木 文 一 ○印



第６回 経 済 建 設 常 任 委 員 会

日 時 令和元年 11 月 22 日（金）

午前 10 時 00 分

場 所 第一委員会室

○ 開 会

〇 委員長挨拶（委員動静）

１ 所管からの報告事項について（○印は臨時会議案関連、◎印は定例会議案関連）

《建設部》

（１）建設部工事発注状況について （資料）土 木 課

（２）緑の基本計画（都市公園の配置及び機能の再編）について （資料）土 木 課

（３）令和元年度滝川市土地区画整理事業特別会計補正予算について（資料）都市計画課

（４）令和元年度滝川市下水道事業会計補正予算について （資料）都市計画課

（５）成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた （資料）都市計画課

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例について

（６）マンホールカードの発行について （資料）都市計画課

（７）令和元年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算について （資料）建築住宅課

（８）公の施設の指定管理者の指定について （資料）建築住宅課

（９）滝川市手数料条例の一部を改正する条例について （資料）建築住宅課

《産業振興部》

（10）令和元年度滝川市一般会計補正予算について （資料）産業振興課

・西町学生会館給水ポンプ取替工事

（11）滝川市商工業振興条例の一部を改正する条例について （資料）産業振興課

（12）滝川市都市公園条例の一部を改正する条例について （資料）産業振興課

（13）公の施設の指定管理者の指定について（総合交流ターミナル （資料）農 政 課

たきかわ）

（14）令和元年度 麦・米の出荷状況について （資料）農 政 課

（15）「たきかわ観光国際スクエア」への観光国際課執務室の移転 （資料）観光国際課

について

２ 第４回定例会以降の調査事項について～別紙

３ その他について

４ 次回委員会の日程について

○ 閉 会

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

◎

○
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令和元年11月19日

滝川市議会議長 関 藤 龍 也 様

滝川市長 前 田 康 吉

経済建設常任委員会への説明員の出席について

令和元年10月28日付け滝議第89号にて通知のありました第６回経済建設常任委員会への説明員の出

席要求について、次の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。

なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えま

す。この場合、必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。

記

滝川市長の委任を受けた者

産業振興部長 鎌 田 清 孝

産業振興部次長 阪 本 康 雅

産業振興部産業振興課長 稲 井 健 二

産業振興部産業振興課長補佐 高 橋 浩 樹

産業振興部産業振興課主任主事 三戸部 達

産業振興部農政課長補佐 亀 田 忠 洋

産業振興部農政課係長 二本柳 仁

産業振興部農政課係長 小 谷 友 宏

産業振興部農政課主査 高 嶋 秀 治

産業振興部農政課主事 山 下 大 地

産業振興部観光国際課長 山 内 康 裕

産業振興部観光国際課長補佐 梅 津 敏 彦

産業振興部観光国際課長補佐 運 上 琢 諭

産業振興部観光国際課係長 鎌 塚 誠

建設部長 山 崎 智 弘

建設部土木課長 尾 崎 敦

建設部土木課長補佐 辻 本 一 浩

建設部土木課長補佐 伊 吹 竜 也

建設部土木課係長 山 口 祥 弘

建設部土木課主査 出 村 辰 夫

建設部都市計画課長 加 地 幸 治

建設部都市計画課長補佐 田 村 拓 也

建設部都市計画課係長 遠 藤 友樹弘

建設部都市計画課係長 水 田 辰 夫

建設部都市計画課主任技師 花 田 万 敬



－２－

建設部都市計画課主事 柳 谷 栞 菜

建設部建築住宅課長 橋 本 啓 二

建設部建築住宅課長補佐 横 田 和 典

建設部建築住宅課係長 松 澤 卓 磨

建設部建築住宅課係長 高 橋 誠

建設部建築住宅課主任主事 橋 本 恒 介

（総務部総務課法制文書係）
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第６回 経済建設常任委員会

R1.11.22 (金)10：00～

第 一 委 員 会 室

開 会 ９：５５

委 員 長 ただいまより第６回経済建設常任委員会を開会いたします。

委員動静報告

委 員 長 委員は全員出席です。議長に出席いただいております。傍聴として、佐々木議

員、安樂議員、東元議員、報道関係は北海道新聞社、プレス空知の傍聴を許可

します。

１ 所管からの報告事項について

委 員 長 それでは、所管からの報告事項についてですが、配付資料の○印は臨時会議案

関連、◎印は定例会の議案関連となっておりますので、ご留意ください。

それでは、（１）、建設部工事発注状況についての説明を求めます。

（１）建設部工事発注状況について

山口係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

田 村 表の土木課の発注率の工事金額、100.8パーセントで、0.8パーセント多いのは

工事費の増ということですが、どういう工事費がふえているのですか。

山口係長 工事費につきましては下水道の合流改善事業が交付金で実施している事業につ

きまして増となっております。

田 村 その金額は幾らぐらいですか。

山口係長 発注予定額に対しまして1,100万円程度増額となっております。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

柴 田 委員長、年末の除排雪の関係の確認をさせていただいてよろしいですか。

委 員 長 ここの工事発注状況には入っていないので、ちょっとここでは。

柴 田 では結構です。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（２）、緑の基本計画（都市公園の配置及び機能の再編）についての説明を求め

ます。

（２）緑の基本計画（都市公園の配置及び機能の再編）について

山口係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（３）、令和元年度滝川市土地区画整理事業特別会計補正予算についての説明を

求めます。

（３）令和元年度滝川市土地区画整理事業特別会計補正予算について

花田主任技師 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。
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（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（４）、令和元年度滝川市下水道事業会計補正予算についての説明を求めます。

（４）令和元年度滝川市下水道事業会計補正予算について

水田係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（５）、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についての説

明を求めます。

（５）成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について

水田係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（６）、マンホールカードの発行についての説明を求めます。

（６）マンホールカードの発行について

水田係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

田 村 これの趣旨は何を狙ってこの発行に至っているのか。水道協会が中心となって

やっているわけですが、費用は水道協会が全部負担するのかどうか。それと、

これは日曜日も配布するということだが、配布枚数はどれぐらいですか。

水田係長 趣旨は、下水道広報活動の一環として、幅広い世代の方に関心を持ってもらう

ということから始まりまして、それで配布をするということになっております。

配布は、ワンロット2,000枚になりまして、費用としては税抜き４万円かかりま

す。なくなったら、継続して配布しなければなりませんので、増刷して発行す

ることになります。

田 村 これは、市の負担が４万円ということなの、総額は幾らになるのか。

水田係長 市の負担としては、マンホールカードを発行する費用だけかかるということで

４万円になります。

田 村 2,000枚がなくなったら、増刷するわけでしょう、そうした場合に４万円がさら

にどれぐらいになるかはわからない。その費用は全部市が負担していくのだと

したら、その費用対効果も聞きたい。

委 員 長 その前に2,000枚がワンロットだっておっしゃいましたよね、それで終わりなの

か、どこまでも追加するのかという見通しです。

水田係長 継続して配布しなければなりませんので、2,000枚終わったら追加して４万円、

その都度下水道事業会計から負担することになります。同じようなことを広報

として行うとすれば、単独でやるとこの費用が倍ぐらいかかるというふうに言

われていますので、その半額ぐらいで広報ができるという形で考えております
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ので、そういった趣旨でございます。

田 村 最後に聞いておきたいのですが、このカードはどこの業者が作成するのですか。

水田係長 この企画は下水道広報プラットホームというＧＫＰというところでやっており

ます。そこで作成することになりますので、協会の団体となります。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

三 上 下水道の存在感を向上させるためという目的でつくるわけです。４万円だから

大した額ではないですけれども、どういった市民がこれを求めて来るのでしょ

うか。効果はあるのですか。

水田係長 下水道広報とは大きく宣伝していますけれども、観光のほうで結構重要視もさ

れているところでありますので、市内はもとより市外から来ているところが今

やっているほかの自治体からは多く見られるところでございます。

本 間 前にも聞いたかもしれないのですが、先行している自治体の状況の中でワンロ

ット2,000枚というものはどんなペースでなくなって、どのぐらい発行されてい

る事例があるか、教えていただきたいと思います。

水田係長 近隣の市町村の状況ですけれども、発行してすぐは2,000枚は半年ぐらいという

状況となっております。市町村の規模によってはちょっと違うかもしれません

けれども、近隣の自治体の調査というところでございます。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

ここで所管の入れかえがございますので、暫時休憩します。

休 憩 １０：１７

再 開 １０：１８

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開をいたします。

（７）、令和元年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算についての説明を求

めます。

（７）令和元年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算について

高橋係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（８）、公の施設の指定管理者の指定について説明を求めます。

（８）公の施設の指定管理者の指定について

高橋係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

寄 谷 相手の団体から市営住宅等の課題を意識した提案がなされているとか、あと防

災に関する提案がなされているということですけれども、具体的にどのような

すぐれた提案があったのか伺います。

委 員 長 寄谷委員、恐らく趣旨は今回新たにまた市が指定することに対するいろんなお

考えがあってのことだと思います。まさに事前審査に当たってしまうので、本

会議で質疑をしていただければと思います。

ほかに質疑ございませんか。
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（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（９）、滝川市手数料条例の一部を改正する条例についての説明を求めます。

（９）滝川市手数料条例の一部を改正する条例について

松澤係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

水 口 確認させてください。先ほどの説明で、滝川で審査する場合と事前に技術審査

を受けた場合では金額が違いますと、ところが上がるところと上がらないとこ

ろがばらばらに入っているのはどういう理解をしたらいいのか伺います。

松澤係長 冒頭でご説明いたしましたが、消費税に係る部分のみの改正となっております。

手数料の内訳につきましては人件費と維持費、調査費等に分かれております。

人件費は据え置きまして、今回は維持費、調査費等ということで、そちらの内

訳につきましては消耗品、印刷製本費、通信運搬費、あと使用料、その他経費

となっております。その消費税の関係で端数処理の関係上、変更となる部分と

変更とならない部分があるということです。

委 員 長 消費税の対象になるかどうかという、そういう考え方とは違うのか。もうちょ

っと端的にわかりやすく説明してください。

横田課長補佐 今回の手数料の大きな構成として、消費税の対象とならない人件費と、それと

その他の例えば印刷費だとか、維持に関する消費税の対象となる部分に分かれ

てこの手数料の積算をしております。そのうち、消費税の対象となる部分につ

いて８パーセントから10パーセントに消費税率を上乗せし、さらに手数料を設

定する上で端数処理を行っております。有効数字３桁として端数処理を行った

結果、価格の改定になるものとならないものが出てきているという状況でござ

います。

委 員 長 ほかに質疑ございませんか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

ここで所管の入れかえがございますので、暫時休憩します。

休 憩 １０：３６

再 開 １０：３７

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開をいたします。

産業振興部、（10）、令和元年度滝川市一般会計補正予算について、西町学生

会館給水ポンプ取替工事についての説明を求めます。

（10）令和元年度滝川市一般会計補正予算について

・西町学生会館給水ポンプ取替工事

高橋課長補佐 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは報告済みとします。

（11）、滝川市商工業振興条例の一部を改正する条例についての説明を求めま

す。

（11）滝川市商工業振興条例の一部を改正する条例について
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三戸部主任主事 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（12）、滝川市都市公園条例の一部を改正する条例についての説明を求めます。

（12）滝川市都市公園条例の一部を改正する条例について

三戸部主任主事 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（13）、公の施設の指定管理者の指定について（総合交流ターミナルたきかわ）

についての説明を求めます。

（13）公の施設の指定管理者の指定について（総合交流ターミナルたきかわ）

小谷係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（14）、令和元年度 麦・米の出荷状況についての説明を求めます。

（14）令和元年度 麦・米の出荷状況について

二本柳係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

（15）、「たきかわ観光国際スクエア」への観光国際課執務室の移転についての

説明を求めます。

（15）「たきかわ観光国際スクエア」への観光国際課執務室の移転について

鎌塚係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

三 上 来館者の駐車場はどうなっているのでしょうか。

鎌塚係長 敷地内に駐車場を10台お借りしていますが、一部２台もしくは３台分を公用車

をとめるスペースとしてあわせて利用しますので、実質７台から８台をお客様

に活用していただくような形になります。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みとします。

２ 第４回定例会以降の調査事項について

委 員 長 それでは、２番、第４回定例会以降の調査事項については、別紙のとおりでよ

ろしいですか。

（異議なしの声あり）
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３ その他について

委 員 長 それでは、３番、その他について、何かございますか。

（なしの声あり）

４ 次回委員会の日程について

委 員 長 次回委員会の日程については正副委員長に一任願えますか。

（異議なしの声あり）

委 員 長 以上で第６回経済建設常任委員会を閉会をいたします。

閉 会 １０：５０


